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おわりに

昨年 6テ1に改iFされた消防法のうち、'ドj防'1

設備等の性能規定化にかかる部分が6ナ1111に

施行された.施 行由lilの5月31日付けで多数の

省令と告示を一度にお示しすることになり、関

係の方々にはご苦労をおかけしたかも知れない.

性能規定化については、消防法の改 に lr成

15年6月 18日法律第触ケ|の 後、施行令の改 正

(平成16年2月 6日 政令第19サ)、施行規Hlの改

正 十同3月 26日総務告令第54号)を 順次行い、

今回の施行規貝1の改Jt(「15月 31日総務省令第

93サ)を はじめとする省令と缶示の前1忙 改古:

に=っ たものだが、これでようやくひとlH~いし、

「性能規定化Jに 係る政 に内容の企体像を明らか

にすることができた.

消防用設備等の技術基準に性能規をが卓人さ

れると、消防法が求める性能 (安全水準)を ,こ

成するための方法論が多様化し、技術開発が促
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進きれ、よリイモiヤ性、合理1とにすぐれた設備等

が用いられるようになると期待されている。

方、仕様書的な規定をll提として組み立て

られてきた、消防機関の客査体制、検定竹J度や

語t仰1度、舟Ⅲ防設備 に前1度、点検報告仰1度など

の従来からの仕組みも大きな影響を受けること

になる。

この機会に、性能規定化に関連する一連の改

lLを祝観するとともに、改正のlll旨と効果、今

後の方す|などを整理しておくこととしたいっ

1 消防用般薩等の機能親意fをの機醸

〈性能規定とは何か〉

「サ性能規定Jと いう言葉に明確な定義はない

が、通常、技術基4Fにその規制が目的とする

「‖能Jを 明確に規定しておき、新たに開発され

た機器や技術的工夫について、必要な 「性能J



を4す るものについては積極的に認めることが

て :え ようにする規定ぶりをいうものとされて

ニ

二れまで、消防用設備等に係る技術 Lの基準

=、
~性

能Jを 明示的に示さず、材ll ■法など

を仕様書的に規定する、いわゆる 「仕様規定J

が多かった。「仕様規定」は、策定又は改訂時の

標準的な技術を前提として、関係者間の共通の

技術的基盤に立脚して作られるため、基準の内

容が常識的でまぎれがなく、適否の判定も行い

やすい一方で、新たな技術を受け入れにくい山i

がある。

これに対して、近年、社会的規制の様々な分

野で、技術革新を促すとともに、技術草新の成

果を活用できるよう、「性能規定Jの 導入が進め

られるようになり、「規制改革推進 3か 年計画J

(平成14年3月 29日閣議決定)の 「基準認証等

分野の基本方針Jに おいても、「技術車新に柔軟

に対応できるよう、仕様規定となっている基準

については原則として合て性能規定化できるよ

う検討を行うJべ きとされ、政府全体の基本的

な方針となっている,

〈性能規定導入の経緯〉

消防,すでは、

0政 府全体の方針として、性能規定化の推進

が位置づけられていること

0防 火対象物の高層化、深層化、大規模化、

複合化等の状況に、従前の消防用設備争で

は十分に対応 しきれておらず、消防用設備

等の高度化、新技術の活用等に柔軟に対lL

していく仕組みが必要とされていたこと

0ヤ 成10年の建築基準法の 部改正において

性能規定化が行われたこと

などを踏また、平成11年度から消防用設備等の

技術基準に性能規定を導入していくための技術

的、制度的検討を行ってきたが、安全性を損な

うことなく円滑に性能規定を導入する目途が立

ったことから、消防用設備寺に係る技術上の基

準に性能規定を導入するための一連の法令改正

を行うこととなった。

〈性能規定導入に係る法令の体系〉

前述のように 「性能規定Jに 明確な定義がな

いため、これに対する考え方は千差万別で、現

制の対象が人命に直結 しないような分野や、日

的や技術基盤が共通で関係者が限られているよ

うな分野では、「性能規定化」にあたって、法令

で抽家的な性能を定め、具体の技術的な考え方

については法的な拘束力のないガイドラインの

ようなものに委ねている例もある。

しかし、消防法の規制対象は広 く一般国民が

関係し、人命に直結するものである反面、火災

の発生確率が低いことから施主や設計者として

はできればコス トを肖U減したいジャンルである

ため、そのような規定ぶりでは、規制を受ける

施主や設Hf者と審査する消防機関の半J断が食い

違う可能性が高くなってしまう。従って、消防

法のような法律に性能規定を導入するには、設

計者や消防機関が性能の有無を客観的に判断で

きるような校証法が必要なのである。

方で、消防用設備年に係るすべての 「性能J

についてそのような検証法を一
本に作成するこ

とは、さらなる多角的な検言Jが必要なことから

不HJ能であるため、適切な検証法が整備されて

いない分野で新たに開発された設備や技術的工

夫をできるだけ速やかに受け入れる仕組みも必

要である。

また、消防用設備等を設置する側、審合する

側の実態や利便性を考えれば、現行の 「仕様規

定J力 依`然として十要な役書」を果たすべきこと

はヽ然である。
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このようなことから、消防用設備等の技術■

の基準に性能規定を導入するための体系として、

図のような3つ のルートを並行する形で整備す

ることとした。

(消防用設備等に係る新たな体系)

ル申 卜A(壌 行親度)

法第 17条第 1頂

政令第2章第3節

ルー ト3饉 鵡 規定)

法第 17条第 ]項

政令第29条の 4

新省令 新告示を順次柳1定

ルー トC(夫 額期定)

法第 17条第 3項

法第 17条の 2～ 第 ]7条の

2の 4

施行令 施行規則に手続規

定

2 令第298の 4と密観的検歴法

〈法第17条第1項の改正〉

今回の消防法の改正では、政令で定める技術

上の基準に性能規定を導入していく布石とする

ため、従来は 「政令でをめる技術 にの基準Jと

のみしていた法第17条第 1項について、十 1消

防用設備等)に ついて消火、_避難その他の消防

の道動つたり上埜窪士 される性能を■土 るよつ

と、政令で定める技術 上の基準に従って、設置

し、及び維持しなければならない。 と改めて規

定 した。この場合の 「必要とされる性能Jは 、

従来から定められていた技術上の基準が求めて

きた性能がベースとなるため、従来の 「政令で

定める技術 卜の基準Jを 改めて税忙し直す必要

がないことは■然である.

〈令第29条の 4の新設〉

この法第17条第 1項 を受け、今回の政令改 正

で、消防法施行令第29条の4を 新設した,

令第29条の4第 1項では、令第2草 第3F 第ヽ
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2款 から第6款 まで (第10条 (消火器具)か ら

第29条の3(無 線通信補助設備)ま で)に 規定

するところによる 「通常用いられる消防用設備

等Jに 代えて、総務省令で定めるところにより

消防長文は消防署長が 「通常用いられる消防用

設備等Jと 同等以上の防火安全性能を有すると

認める 「消防の用に供する設備等Jを 用いるこ

と力Sできることとしている。

ここで、「防火安全性能Jは 、「火災の拡大を

初期にすP制する性能J、「火災時に安全に避難す

ることを支援する性能J及 び 「消防隊による活

動を支援する性能Jの 3つ に整理している。こ

れらの3つ の性能は、「総合防火安全対策手法の

開発調査検討委員会 (平成11年度 1ヽ3年度)JⅢこ

おける検討結果等を踏まえて定めたものである。

また、同条第2項 では、「必要とされる防火安

全性能を有する消防の用に供する設備等 |を 設

置する場合には、「i巳常用いられる消防用設備

寺Jと 回年以 Lの防火安全!性能二五上≧Jう に

設置し維持すべきこととし、第3項 では、その

場合には代普された 1通常用いられる消防用設

備寺Jに ついて令第2章 第3節 第2款 から第6

款までの規定を適用しないこととして、両者の

法的関係を整理している。

〈令第 7条第 7項の新設と 「消防用設備等」とし

ての位置づけ〉

今回の改正では、令第7条 に第7項 を新設し、

令第29条の4第 1項の 「必要とされる防火安全

性能を有する消防の用に供する設備牛Jは 、十去

第17条第 1項 に規定する 「政令で定める消防の

用に供する設備、消防用水及び消火活動 に必要

な施設Jと して位置づけることとした。

これにより、消防長等が 「通常用いられる消

防用設備等 |と 同年以上の防火安全性能を有す

ると認めた 「必要とされる防火安全性能を有す

!撃輛擁⇒
術基準のみ   |



る消防の用に供する設備等Jに ついては、消防

法令上、「通常用いられる消防用設備等Jと 全く

同寺の 「消防用設備争Jと しての位置づけが与

えられることとなった。

この結果、「必要とされる防火安全性能を有す

る消防の用に供する設備等Jに は、次のような

規定が適用されることになる.

0設置維持義務 (法第17条第1項、令第29条

の 4 第 2 項)

の設置時における消防長等へのは出及び校査

(法第1 7条の 3の 2 )

0点 検及び報告義務 (法第17条の3の 3)

0消 防長等の設置維持命令 (法第17条の4)

O消 防設備士の業務独占 (法第17条の5)

(従来から消防設備■の業務独占の対象とな

っている消防用設備等に類するものとして

消防庁長官が定めるものに限る。(令第36

条の2第 1項及び第2項))

oEB種消防設備士の業務独占対象消防用設備

等に係る工事着手の用出 (法第17条の14)

0消 防長等の設備寺技術基準適合検査義務

(規員1第31条の3第 2項)

0認 定消防用設備等にかかる設備等技ltl基準

適合検なの省略 (規則第31条の 3第 311H)

0全 録認定機関による消防用設備キの認定

(規則第31条の4)

従来は、「予想しない特殊の消防用設備寺その

他の設備Jを 設置したいとするニーズが生じた

場合に備え、令弟32条に基づき消防長年がその

判断と責任において設置を認める仕細みが用意

されていた。

令第32条では、「予想 しない特殊の消防用設

備等その他の設備Jを 用いることにより、政令

第2章 (消防用設備等)第 3節 (設置及び維持

の技術上の基準)の 規定による消防用設備牛の

基準による場合と同等以上の効力があると消防

長等が認める場合は、同節の規定を適用しない

ことができることとされていたが、この設備は

令第7条 で 「消防用設備等Jと して位置づけら

れていなかったため、上記Oか ら0ま での規定

の適用については法的な位置づけが必ずしも明

確でなく、防火安全の確保にとつて課題となっ

ていた。

今回の一連の改正により、「通常用いられる消

防用設備等Jの 基準に適合しない新しく開発さ

れた 「消防の用に供する設備等Jで あっても、

今第29条の4第 1項 の規定に基づき 「必要とさ

れる防火安全性能を有するJこ とが認められる

場合には、「通常用いられる消防用設備守Jと 完

全に同格の位置づけが与えられることとなり、

従来の合第32条が有していた課題が解消するこ

ととなった。

(パッケージ型消火設備等を例にとると〉

たとえば、 5月 31日に公布された 「必要とさ

れる防火安全性能を有する消防の用に供する設

備等に関する省令 (平成16年総務省令第92号)J

では、令第29条の4第 1項 の規定に基づき、屋

内消火栓設備の代替設備として 「パッケージ型

消火設備Jの 基準 (詳細については平成16年消

防庁告示第12号)を 、スプリンクラー設備の代

合設備として 「パッケージ型自動消火設備Jの

基準 (詳細については同第13号)を 定めた。

これらの設備については、従来、日本消防検

定協会の鑑定や(期日本消防設備安全センターの

性能評定をよりどころに、消防長年が自らの半l

断と責任において、令第32条を適用して設置を

認めてきたものであるが、消防法第17条第 1項

に基づく消防用設備キとして位置づけられたも

のではなかったため、その維持管理など安全性

の作保について法的な裏付けが必ずしも明確で
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なかつた。

今回の一連の省令と告示の制定により、「火災

の拡大を初期に抑制する性能Jか ら見て 「パッ

ケーブ型消火設備J等 を設置することができる

とされた防火対象物に対しては、消防長等がこ

れらの基準により屋内7高火栓設備年に必要とさ

れる (「火災の拡大を初期に抑制する性能Jと し

ての)防 火安合性能と同寺以上の性能を有する

と認めるものを、FT内消火栓設備等に代えて設

置することができるようになった。

また、設置されたパッケージオ!消火設備等に

ついては、屋内消火栓設備等と同様に、設置維

持義務、設置時における消防長等への届出及び

受校義務、消防設備士等による点検及び消防長

等への報告義務がかかることとなり、さらに、

適切に設置又は維持されていない場合には消防

長年の設置維持命令がかかることになった。

加えて、これらの設備に対して従来から行わ

れていた、日本消防検定協会の鑑定や叫日本消

防設備安全センターの性能評定は、これらの設

備が 「消防用設備等Jと 位置づけられたことか

ら、規則第31条の4に 基づく認定制度に移行す

ることとなり、消防長等による設備等技術基準

適合検査における校査の省略について法的な根

ltlが整備され、安全性の確保と検査の合理化が

図られることとなった。

また、同時に出した消防庁ri示 (平成16年消

防庁告示第14号及び第15サ)に より、「パ ッケ

ージ考!村火設備J等 の工事及び整備については

消防設備 lf(第 1類、第2類 又は第3類 )の 業

務独占の対象とすることとした.

なお、点検報告制度については、これらの設

備が 「消防用設備等Jに //当することになるた

め自動的に対象になるが、これらの設備を点検

できるのは、 に記消防設備 lf(甲種及び乙社)
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又は 「第 1種消防設備点検資格者Jと した (平

成16年消防庁告示第10号)。

以上のように、「′` ツケージ型消火設備J等 を

令第29条の4第 1項 の規定に基づく 「必要とさ

れる防火安全性能を有する消防の用に供する設

備寺Jと したことにより、安全性の向上と明確

な法的位置づけが得られることとなった。

「パッケージ型消火設備J等 は、「必要とされ

る防火安全性能を有する消防の用に供する設備

等に関する省令Jの 第一弾として定めたもので

あるが、これら以外にも、「予想しない特殊の消

防用設備等その他の設備J等 で、消防長等によ

る令第32条の適用について、予防課長通知で基

準や見解を示してきたもの、日本消防検定協会

の鑑定や日本消防設備安全センターの性能評定

を行ってきたものは多数ある。これらの設備等

についても、知見が蓄積されたと判断できるも

のから順次、令第29条の4第 1項の規定に基づ

く省令を、今回の省令 (平成16年総務省令第92

サ)に 追加する形で定めていくこととしている.

〈令第29条の 4第 1項の規定に基づく省令と客

観的検証法〉

前述のように、今第29条の4第 1項の規定に

基づく省令の第 -5単として 「パッケージ型消火

設備J等 についての基準を定めたが、これらの

基準はいずれも 「仕様規定J的 な規定ぶりであ

り、「新たに開発された機器や技術的工夫につい

て、必要な 「性能Jを 有するものについては積

極的に認めることができるようにするJと いう

「性能規定化Jの 目的には合致しているが、「性

能規定Jと は言いがたい.

消防用設備等の技術的基準に本格的に 「性能

規定Jを 導入するためには、令第29条の4第 1

項の規定に基づく省令として、「通常用いられる

ll防丹1設備等 |の 基 ltに道合しない新たに開発



された 「消防の用に供する設備等」が 「必要と

される防火安全性能Jを 有しているか否かにつ

いて、消防長等が客観的に検証し半」断する基準

十客観的校証法)を 策定していく必要がある。

このため、消防庁では、平成14年度から 「防

火対象物の総合陀火安全評価基準のあり方検討

会 (委員長 :平野敏右東京大学名誉教授)Jに お

いて、必要とされる3つ の防火安全性能を防火

対象物の状況に応 じてそれぞれ定量的に示すと

ともに、防火安全性能の有無についての判断を

公ヤかつ公正に行えるよう、「客観的検証法Jの

策定作業を行っているところである。

「火災の拡大を初期に抑制する性能Jに 関して

は、まず事務所用途の防火対象物に設置される

自動消火設備に関する客観的検証法の策定を行

っている。

現行のスプリンクラー設備にかかる技術上の

基準は、法第21条の2第 2項 にネづ く校定対象

機械器其年に係る技術 liの規格 (昭和に0年白清

省今第2号 )と 、スプリンクラーヘッド等がこ

の規格に適合していることを前提とする設置基

準 (令第12条及び規貝1第13条～第14条)と の紅

み合わせによつて、紅めて固定的に定められて

いる。その結果、現行のスプリンクラーヘッド

よりはるかに高感度のスプリンクラーヘッドが

開発されても、その設置間隔、水源水量寺にか

かる基準は現行と変わらず、その高感度の性能

を生かして合卑的に設置するためには、令第32

条に基づき消防長等がその判断と責任に表づき

防火文J象物ごとにlH'Uに認めるしかない。「火災

の拡大を初期に抑制する性能 |に 関する毎観的

検証法を開発し、これに関連する試験方法、設

置方法などの一連の基準を令第29条の4の 規定

に基づく省令及び関連規定として定めることが

できれば、スプリンクラーヘッドの性能に応じ

て合理的にスプリンクラー設備を設置すること

が可能になると期待される。

同様の趣旨から、「火災時に安今に避難するこ

とを支援する性能Jに 関しては 「光点蔵走行式

避難誘導システムJに 関する検証法を、「消防隊

による活動を支援する性能」に関しては排煙設

備に関する検証法を、それぞれ策定すべ く検討

を進めている。

実験、校証などに時間を要するに、開発された

検HT法を用いて実際に消防長等が化能を判断で

きるようにリフアインする必要などもあるため、

これらの3つ の性能に関する客観的検証法を令

第29条の4に 基づく省今及び関連する規定群と

して整備するのは、来年 6月 を予定している。

(共同住宅に関する基準〉

共同住宅は、就寝施設であるため旅館 ホテ

ル等に近い火災危険性を有しており、このため、

消ll」用設備等に関する規制も旅館 ホテル等に

近いものとする必要がある。

一方、共同住宅は、その用途的特性から、住

戸規模がせいぜい100m2台で、Tj火構造であれ

ば各住戸間の区画性能が極めて高く、通難に有

効なベランダ設置のエーズも高いなど、設計次

第では、旅館 ホテル寺に比べてはるかに高い

建築的防火安全性を確保でき、また、火災危険

‖の高い1吏われ方を想定する必要もあまりない.

これらを前提とすれば、消防用設備等に関する

規制をかなり緩和することも可能である.

本来、消防用設備キの設置基準はこれらの要

素を勘案したものであるべきなのだが、消防用

設備年の種類ごとに縦割 りで定められた現行基

準の中に、用とを限定して建築設計や構造とリン

クした規定を席り込むことは極めて困難である.

このため、共同住宅については、政令で定め

る技術 11の基準で就寝施設として設置すべき湖
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防用設備等を規定した上で、従来から、予防課

長通知を示し、防火区画性能が高く、外気に開

放された安全な避難路を三方向確保するなど、

防火安全性が高い設計となっている耐火構造の

共同住宅については、消防長年が今第32条を適

用して消防用設備年の設置基準を緩和するよう

な運用を行ってきた。この今第32条の適用を受

ける共同住宅の件数が極めて多いため、予防課

長通知と令第32条に基づ く消防長等の判断が、

ll本の共同住宅の設計や外見、さらにはH「並み

などを事実上規定してきた面がある.

しかしながら、令第32条に基づき消防長年の

判断と責仁において防火対象物ごとに規制を綬

和するこの仕組みは、行政手続きにかかる透月

性の確保や、自治体ごとに運用基準が果なるb]

能性があることなどの点で、いくつかの課題を

有していた。

今回の改正で令第29条の4が 制定され、 坊

火安全性能Jと いうtJり日で消防用設備等の設

置基準を警理することができるようになったこ

とから、従来、令第32条の運用基準として示し

てきた 「共同住宅等に係る消防用設備等の技術

上の基準の特ケ1(平 成 7年 消防予第220号消防

庁予防課長通知)Jを 、今第29条の4第 1項 の

規定に基づく省令及び告示として定め十ますこと

としている。

現在、耐火構造の共同住宅についての従来の

予防課長通知の考え方を、イ上戸間の延焼防lL性

能と安全な避難路の確保などの建築的側面を行

め、3つ の性能の祝ヽから率理しているところ

であり、できるだけ早期に省令改正守を行う予

定である。

3 特殊消防燕搬齢響騒 大康め簿震

〈特殊消防用設備等と総務大臣の認定〉

超高層ビル、H大 複合建築物、大空間を有す

る施設等で、現行の消防翔設備等の技術上のネ

準では想定していないような防火対象物を建築

する場合
‐
fには、その防火安全性を確保するた

め、「通常用いられる消防用設備寺Jの基準に適

合しない 「特殊の消防用設備等その他の設備等

(特殊消防用設備等)」で、その性能を判断する

のに必要な令第29条の4第 1項 の規定に基づく

省令がtめ られていないものを設置したい、と

いうニーズが■ずる可能性が高い。これらにつ

いても、必要な 「性能Jを 有するものについて

は円滑に設置を認めていくため、昨年の消防法

改正において、法第17条第3ぢ〔に基づ くlA‐務人

tユ認定制度が設けられた。

これは、 般的な審査基準が確立されていな

い 「特殊消防用設備等Jを 設置しようとする場

合には、防火対象物ごとに、高度な技術的談児

を有する性能評価機関 (日本消防検定協会又は

登録検定機関)の 評価結果に基づき、総務大臣

がその性能を審査し、必要な性能を有するもの

については円滑に設置できるようにするとを開

くとともに、これにより総務大臣に技術的知児

を畜積し、同種の設備が一般的になった場合に

は、今第29条の4第 1項 の規定に基づく省令を

定めて消防長等が円滑、的確にこの粒の消防用

設備年の設置を認めることができるようにしよ

うとするものである。

「特殊消防用設備等Jに ついては、令第29条

の4第 1項 の規定に基づく設備等と同様、「通常

用いられる消防用設備等Jと 同等の地位 (前述

IJヽ0)が 与えられるほか、

●検定制度の適用除外 (令第37条)
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じ

を点検報告制度の特例 (規員1第31条の6第 2

項及び第3項並びに消防庁告ホ第9号)

という2つ の措置を議じて、特殊消防用設備等

の導入の円滑化に配慮するとともに、このジャ

ンルにおける技術開発を促進しようと企凹して

いる。

(設備等設置維持計画〉

法第17条第 1項 の関係者は、「適竹用いられ

る消防脚設備等Jに 代えて、総務大匝が 「必要

とされる防火安全性能1を 有すると詔める 「特

殊消防用設備等 1を 用いることができるとされ

ているが、この総務大臣の認定の際に不可欠な

ものとして位置づけられているのが 「設備等設

置維持言1画Jで ある (法第17条第3項 ).

「特殊消防用設備等Jは 、「通常用いられる消

防用設備等Jの 延長上にあるものもあるかも知

れない力S、これまでの消防用設備等とは全く具

なる種類のものである可能性もある。このよう

な 「特殊消防用設備等Jを 、どのような防火対

象物に、どのように設置し、どのように維持管

理していくか、ということは、「特殊消防用設備

等Jの 有する防火安全性能についての|1断に不

"r欠ではあるが、あらかじめ基準として定めて

おくことはできない。

このため、「特殊消防用設備等 |を設置しよう

とする陀火対象物の関係者は、白ら当該「4備の

設置及び維持に関する計画 (設備等設置維持言|

い1)を作成することときれている。総務人性の

認定の際には、
｀
そ該設備が 「設備等設置維持計

画」に従って設置し、及び維持されることが前

提となつており (法第17条第 3項 )、日本消防

検定協会等が行う性iヒ評価の際にはこの計画を

前提としてイ子うこととさ才して↓ヽる (i去第17条の

2)。

また、設置時 における消防良寺への村 出及び

検杢 (法第17条の3の 2)、 点検及び報告 (法

第17条の3の 3、 規則第31条の6)、 消防長等

の設置維持合合 (法第17条の4第 2項 )に つい

ては、この 「設備等設置維持計画Jへ の適合性

の有無をチェックすることになる。

このように、特殊消防用設備等の設置にあた

っては、その防火安全性能の担保手段 として

1設備等設置維持計画Jが 極めて重要な役常Jを担

っていることに留意しなければならない。

〈点検報告制度の特例と特種消防設備点検資格

者〉

消防用設備年に係る点校、報告制度について

は、法第17条第 1項 に基づく消防用設備等と同

様に、特殊消防用設備等についてもその対象と

された (法第17条の3の 3)。

特殊消防用設備手の場合は、点検の方法を簡

略化したり点検期間を延長したりすること自体

を大きな目的として開発される場合もありうる

ことから、点技 報告の期間については、前述

のとおり、防火対象物の関係者が作成する 「設

備宇設置維持計画Jに 定めるところによること

とした (規風1第31条の6第 2項 、第3項 及び消

防庁争示第9サ )。

また、特殊消防用設備等に係る点検方法につ

いては、同様に 「設備等設置維持計口iJに よる

ものとし、点検報告昔の様式についても、通併

の報告書の様式に 「設備等設置維持計画Jで 定

める点検末を添付して行うこととしている (舟Ⅲ

防庁缶示第9号 ).

さらに、特殊消防用設備寺の点検の 1合 を期

するため、消防用設備牛の点検資格者制度に

1特種Jと いう資格の種類を新設した。この結

果、特殊消防用設備牛の点検を行うことができ

る者は、「特種消防設備点検資格者J文 は後述の

特類の甲種消防設備士に限られることになる

「月刊フェスクJ049-11-



(消防庁告示第10号)。

(甲種特類消防設備士〉

法第17条の5の 消防用設備等の工事又は整備

に係る業務独占については、「設備等設置維持言|

画に従って設置しなければならない特殊消防用

設備等Jも その対象とされた (同条第2号,cこ

れにより、特殊消防用設備等の工事又は整備の

うち、従来から消防設備士の業務独占の対象と

なっている消防用設備等に類するものについて

は、条件ごとに消防庁長官が業務独占の対象と

して定めていくことになる (令第36条の2第 1

項)。

また、特殊消防用設備等の■事又は整備を行

う消防設備士については、新たに 「特類Jと い

うジャンルを新設した (規貝1第33条の3)。 こ

の結果、特殊消17J用設備等のうち、消防設備士の

業務独占の対象としたものについては、「特類J

の甲種消防設備士の資格を有する者でなければ

工事文は整備を行つてはならないことになる.

特殊消防用設備等は、従来の消防用設備牛の

概念を超えた高度な技術を用いたものであるこ

とが期待され、実際にも、様々な設備や建築構

造の組み合わせによって必要な防火安令性能を

満たそうとすることが予想されることから、「特

類」の甲種消防設備士は消火設備系 (第1類 ヽ

第3類 のいずれか一つ以上)、情報設備系 (第4

類)及 び機械設備ネ (第5類 )と いう3種 類合

ての消防設備上の資格を布していなければ受験

できないこととした (規買J第33条の8第 2項 ),

従って、甲種特類の消防設備士は、3柱 類の

甲種消防設備士の資格を有する上に特数の資格

を有する 「スーパー消防設備士J的 な性格を持

つことになる。

〈検定制度の適用除外〉

「予想 しない特殊の消防用設備等その他の設
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備」を消防長等が今第32条を適用して設置を認

めようとする場合に、大きな障害となっていた

のが法第21条の2に基づく検定制度だった.「予

想 しない特殊の消防用設備等その他の設備Jの

一部又は/1H部が 「検定対象機械器具等Jに 該当

する場合には、これらが総務省令で定める校定

対象機械器兵等に係る技術上の規格 (規格省令)

に適合していなければ使翔できないこととされ

ており、かつ、法第21条の2に 係る規定は、今

第32条に基づき適用しないことができる 「この

飾 (令第2章 第3飾 )の 規定Jの 範囲外だから

であるc

このため、それぞれの消防用設備等の技術上

の規格を定める省今に特例条項 (例 ;消火器の

技術上の規格を定める省令第53条など)を 設け

(昭和62年)、規格省令に適合しないがこれと同

等以上の性能を有すると認められるものについ

ては、総務大臣がそのための専用の基準を作成

して検定することとして弾力化を図つたが、絡

務大臣による 「型式承認Jや 日本消防検定協会

による 「個別検定Jな どの枠組み内での弾力化

であったため、工事日程が詰まっている具体的

なlt火対象物に設置する場合などには、手続に

時lHHと労力がかかることなどから不評だつた,

「法第17条第 3項 の規定による認定を受けた

特殊消防用設備等の部分であるものJに ついて

は、日本消防校定協会等の性能評価を附まえて

総務大臣が認定することによりその防火安全性

能が確認されることから、以上のような事1青も

考慮 して、今回、今第37条を改正し、検定|」象

機械器具等の範囲から除くこととした。

〈特殊消防用設備等と遡及適用〉

既存の特定防火対象物における消防用設備等

に対する法第17条の2の 5第 2項 第4号 に未づ

く遡及適用の規定は、十特殊消防用設備等Jに つ



‐

いては適用されない。

これは、法第17条の2の 5第 2項 第4号 の規

tとが、消防用設備等にかかる技術上の基準の整

備が十分でなかった時代 (昭和49年)に 、大阪

市千ロデパー トビル火災 (昭和47年、118人死

亡)、熊本市大洋デパー ト火災 (昭和48年、100

人死亡)な どの多数の死者を伴う火災を契機と

して強化された消防用設備等の規制を、既存の

防火対象物にも遡及的に設置させることを目的

として制定されたものであり、 方、特殊消防

用設備等については、その防火安合性能につい

て、高度な識見を有する日本消防校定協会又は

な録校定機関が性能評価を行い、その結果を踏

まえて総務大臣が認定するものであることから、

両条文の制定趣旨を勘案 して遡及適用の対象と

しなかつたものである。

〈消防防災システムの高度化推進要綱〉

著しく大規模化、高層化、複合化手が進んだ

防火対象物において、適切な火災監れ、制御等

を行い、火災時に的確に対応するには、通竹の

警報設備年では十分ではないため、防火対象物

の規模、構造、複合化の状況、利用形態、利用

時間市等、個々の防火対象物の実態にrLじて、

総合操作盤を中心とした結合消防防災システム

が設置されることが多いっ

総合消防防災システムについては、「消防防災

システムのインテリジェント化推進要綱J(H打和

61年消llJ予第171け|に よる技術的知見をFFNま

え、平成 9年 に 「結合消1坊防災システムガイド

ラインJ(平 成9年 1肖坊予第148け)と して示し

ているところである.

しかしながら、総合消防 l」災システムが、設

置される防火対象物の状況には じて的確に機能

するかどうかにつV てヽは、現イとのところ 対党的

な判断基準を示すことは困難であるため、■該

防火対象物の構造特性に応じた火災性状を前提

として、ハー ド面とソフト面を総合した火災対

応の内容、火災に関する情報処理 伝達システ

ムに係るアルゴリズム等についての専門的な評

価が不可欠である。

このため、本年 6月 、消防庁次長から 「特殊

消防用設備等に係る消防防災システムの高度化

推進要綱J(平 成16年消防予第66号)を 示し、現

行の消防法令で予想しない特殊な技術によるlll

防防災システムや高度な消防防災システム等で、

技術基準が定められていないもの (複数の総合

操作盤を設置する場合なども該当する)に つい

ては、積極的に特殊消防用設備等としてとらえ

ることにより、消防防災システムの高度化をlL

進 して↓ヽくこととしている。

なお、消防防災システムの高度化を促進する

ため li肖防防災システムのインテリジェント化

推jと要綱Jと セットで行つてきた消防庁長官表

彰制度については、「特殊消防用設備等のうち特

に優れたものについて、年度ことに表彰するJ

という形で芹続することとした。

4 性能規定化に関連する簿改正

〈令第32条の改正〉

従来、消防良文は消防署長は、「0(個 】Uの)

防火対象物の位置、構造及び設備の状況から判

断して、火災の発生及び延焼のおそれが著しく

少なく、かつ、火災による被害を最小限度に止

めることができると認められる場合Jと 、「|ユ通

常丹|いられる市防用設備寺と同等以 卜の効力が

あると認められる 「予想しない特殊の消防用設

備等その他の設備Jを 用いる場合Jに は、今第

32条を適用して通常の技術上の基準を適用しな

いことができることとされており、 方、国は

政令で技術上の来準を定めるのみで、そのよう

「月刊フェスクJ拘49--13-―



な場合の取扱いについては消防長年に委ねるこ

ととされていた。

今回、消防法に性能規定が導入され、令第29

条の4に 基づく 「客観的検証法Jル ー トと法第

17条第3項 に基づく 「総務大臣詔定Jル ー トが

倉1設されたが、同様の権限を国と地方公共Lll体

の双方が行使することは法制上不自然であるこ

とから、上記のをそのまま存続することは困難

になった。

このため、今回の政令改正で0に ついては削

除することとされたが、残る0が 従来のままだ

と、通常の技術上の基準を適用しないことがで

きるためには 「火災の発生のおそれが著しく少

ないことJ、「延焼のおそれが著しく少ないことJ

及び 「火災等の災害による被害を最小限度に止

めることができることJの 3つの要件を満たす

ことが必要で、今第32条の適用範囲が著しく限

定されることとなる.

今回の改正では、建物の防火安全性が高まっ

てきていること、消防法令の適用について防火

対象物の実態に即した柔軟な対応が求められて

いることなどの状況を踏まえ、「火災等の災害に

よる被害を最小限度に止めることができることJ

が満たされる場合には、「火災の発生のおそれが

著しく少ないこと」又は 随 焼のおそれが著し

く少ないこと」のいずれかが満たされていれば、

十分な防火安全性が確保できるものと考え、 日

令第32条の 「火災の発生及び延Ittのおそれが著

しく少なJVヽという要件を 「火災の発生又は延

焼のおそれが著しく少なJVヽという要件に改め

たところである。

(指定機関から登録機関へ〉

消防の用に供する機械器具等は、日常的に使

用されることがない 方で、火災時には確実に

作動することが求められるものであるため、日

-14-― 「月刊フェスクJ049

本消防検定協会又は総務大臣の指定を受けた者

(指定検定機関)に よる検定制度の対象となって

いた。

今い1、「公祷法人に対する行政の関4チのれり方

の改革実施計画J(平 成14年3月 29F‖判歳校定)

において、「公益法人が国の代行機関として行う

校査 検定等の事務 事業について|ま、……、

回の関与を最小限とし、……、法令等に呼i tiき

れた一定の要件を備え、かつ、行政の裁まの会

地のない形で卜|により合録された公正 中工な

第二者機関 (登録機関)に よる検査 校定手の

実施とする。Jと いう政府の基本方針が示さ′tた

ことを踏まえ、従来の指定校定機関制度を、十

わゆる冷録校定機関制度に移行することとした

これと並行して、法第17条の2で 、特殊消,な

用設備牛の性能に関する評価を行う機関として

日本消防検定協会と並んで 十法人であって給務

大臣の登録を受けたものJを 定めたのも同様の

趣旨に基づくものである.な お、改正法が施行

された6月 1日 に、この性能言f価機関として貯

日本消防設備安全センターが登録された。

また、従来、消防用設備寺が設置された場合

の消防長年による設備争技術基準への適合性検

杏の簡略化の観点から、規則第31条の4に よ )

指定認定機関による認定制度を設けていたが、

この制度についても、前述の政府の基本方針を

受け、3月 26日の規貝l改正において、金録認定

機関制度に移行することとした。

おわりに

消防用設備等は、昭和35年に現行のような法

体系になって以来、その種類、性能等に大きな

変化はなかったが、今いiの性能規定の導入によ

り、全く新しい 「消防の用に供する設備等」が

積極的に開発されていくことになる環境が整備



された。

「性能規定化Jと は、開発者の発想により行わ

れた技術開発について、審奈するlHlがその性能

を何とかして判断しなけ'コゴならない、 とヽヽう

ことである。

国民の安全に高結するものであるだけに、技

術開発が斬新であればあるほど、十1断に費用や

時間がかかるかも知れないが、とにかく、「本'年

にあっているから合格、いないからイく合格Jで

はなく、「性能があるから合格、ないから不合

格」ということになる。

消防庁としては、国民の防火安全水準を確保

しつつできるだけ経済合理性を求める、という

政府全体の方針を踏まえて新たな仕組みを構築

したところであるが、それに止まらず、「性能規定

化Jを 推子とした新たなrll"用設備等の開発に

より、建築空間の新たなジャンルの実現をリー

ドすることなどが期待されるところである。

き

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する

法律について

総務省消防庁国民保護準備室

※これは、6月28日開催 された 「都道府県卜1民保護説明会|

お 国民保護準備=は 、 7月 2同付けで 「ET民11護■Jと

平成16年6月 2 8日

各都道府県国民保護担当部局 御中

事務連絡

消防庁国民保護準備年

「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置

に関する法律Jは 、平成16年6月 18[1に公布 され、

公布の日から起算 して3月 を超えない範囲内におい

て政令で定める日から施行することとされましたⅢ

国民保護法の施行に向けた政令の制定等必要な享

項については、現在、内閣官房を中心に関係省庁に

おいて、鋭意検Htが進められているところでありま

すが、国民保護法に基づ く地方公共団体の事務に関

する国と地方公共団体の連絡調整を担当する総務省

消防庁において、地方公共団体の参考に資するため、

取 り急ぎ、消防庁に関する事項のほか、国会におけ

る審議の状況や内閣官房等における検Hl状況を踏 ま

において配布された総務作消防庁分資オ‖の 部です.な

「同It保護運用宝Jに 改められました。

え、別添のとお り、現時点における留意事項等を作

成 しましたので、お知らせいたします。

なお、内容等につきましては、取 り急ざ作成 した

ものであ りますので、今後、精査の結果、変更等が

あ りうることをご理解いただきたく存 じます。

おって、貴都道府県内の市町村及び消防関係機関

等に対 しても周知されますようお願いいたします.

[別i呑]

I鞭

1 国民保護法につしヽて

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置

に関する法律 (以下 「国民保護法」という。)は 、武

力攻撃事態等における我が国の平和 と独立並びに回

「月刊フェスクJわ49-15-


